
経済産業省の中小企業支援策 

平成２５年１２月   
中部経済産業局 
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商工会、商工会議所、組合、 
中小企業・小規模事業者（４社以上）等 

小規模事業者等JAPANブランド育成・地域産業資源活用支援事業 
平成２６年度概算要求額 ２９．０億円（新規） 

【うち優先課題推進枠２９．０億円】 

中小企業庁 新事業促進課 
０３－３５０１－１７６７ 

商務情報政策局 生活文化創造産業課 
０３－３５０１－１７５０ 

 
 
 
 
 

事業の内容 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

（１）JAPANブランド育成支援事業 
○複数の中小企業・小規模事業者が連携し、自らが持つ素材や技

術、地場産品・伝統工芸品等の強みを踏まえた戦略を策定し、
商品の開発や海外展示会への出展等を支援することにより、海
外販路開拓の実現を図ります。 

（２）地域産業資源活用支援事業 
○地域の資源を活用して中小企業・小規模事業者が行う、新商

品・新サービスの開発、販路開拓等を支援します。 

 １．地域産業資源活用型 
  地域産業資源を利活用した新事業展開に加え、「中小企業地域

資源法」を見直し、Ｂ級グルメなど地域活性化につながる取組
の支援を強化するとともに、特に有望性の高い事業は発掘から
市場開拓まで一貫して支援します。 

 ２．小規模事業者連携型 
  小規模事業者等が共同で行う①地域の観光資源を核に、国内外

の観光客を呼び込む取組や、②地域資源の産地を越えた連携等
を通じた展示会開催等を支援します。 

中小企業・小規模事業者等 

補助（定額、2/3） 

国 

事業イメージ 

（１）JAPANブランド育成支援事業 
・戦略策定段階への支援 
 自らの強み・弱みを分析し、明確なブランドコンセプト等の戦

略策定を支援します（補助上限200万円、定額）。 
・海外市場開拓段階への支援 

具体的な海外販路開拓を行うためのプロジェクトを最大３年、
支援します（補助上限2,000万円、補助率2/3）。 

・専門家派遣による支援 
JAPANブランド事業を側面的に支援するため、専門家やプロ
デューサーを派遣してアドバイスを行います。 

補助（2/3等） 

（２）地域産業資源活用支援事業 
・地域産業資源を活用した事業計画により行う試作品開発等の費

用を補助します（補助上限3,000万円、補助率2/3等）。また、
特に有望性の高い事業は支援を強化します（補助上限6,000万
円、補助率2/3） 

・小規模事業者の活用が期待される観光資源を活用した事業や、
地域資源の産地間連携等による展示会の開催等の費用を補助し
ます（補助上限500万円等、補助率2/3）。 

地域の 

技術や 

素材 

（４社以上） 

    
 

１年目 ２年目 

戦略策定段階 

●ブランド 
コンセプト等と基
本戦略の策定 

  市場開拓へ 
海外市場開拓段階 

●新商品開発 

●展示会出展 

●専門家の招へい  等 
３年目 

2/3補助 
（各年とも2,000万円上限） 

  個別に事業化 

専門家、プロデューサー派遣 
●案件発掘  ●ブランディング強化 

定額補助 
（200万円上限） 
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小規模事業者活性化事業 
平成２６年度概算要求額 ３４．０億円（３０．０億円） 

 
事業の内容 

事業の概要・目的 

条件（対象者、補助率等） 

国 小規模事業者 

補助（定額、2/3） 

②地域特化型 

 小規模事業者が所在する地域を対象として、地域のニーズに
特化した新たな事業活動を支援。 
              （上限額：２００万円、補助率２／３） 

（１）事業計画策定支援事業 
   新たな事業を展開を目指す小規模事業者が行う、事業計

画立案のための市場調査等の取組を支援します。 
 
（２）新事業活動支援事業 
   女性や若手の経営者・従業員の感性やアイデアを生かし

た新商品・新サービスの開発や商品・サービスの新たな販
売、提供方法の開発、さらに、新商品開発等の経験を有す
る人材の確保等を支援します。 

   また、海外市場開拓やビジネスコンテスト等で表彰された
新事業展開活動についても重点的に支援します。 

 特定のニーズ（全国規模）に対応して、他者が真似することの
ないオンリーワンである新たな事業活動を支援。 
              （上限額：２００万円、補助率２／３） 

○常時使用する従業員の数が２０人以下（卸売業、小売業、
サービス業は５人以下）の小規模事業者であること。 

○事業計画の策定から実行まで、認定支援機関と協力して
行う事業であること。 

（２）新事業活動支援事業 

①特定市場型 

③海外市場型 

④ビジネスコンテスト型 

 中小企業庁等が連携するビジネスコンテスト等を受賞した事
業計画に基づく新たな事業活動を支援。  
              （上限額：２００万円、補助率２／３）  

 成長する海外市場のニーズを取り込むため、海外市場特有
のニーズに特化した新たな事業活動を支援。          
              （上限額：７００万円、補助率２／３） 

（１）事業計画策定支援事業 
  小規模事業者が行う、新たな事業 
 計画の策定に要する市場調査等の 
 取組を支援。 
       （上限額：１００万円、定額） 

中小企業庁 新事業促進課 
０３－３５０１－１７６７ 

事業イメージ 
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下請中小企業・小規模事業者自立化支援事業 
 平成2６年度概算要求額１２．０億円（７．０億円） 

中小企業庁 取引課 
03-3501-1669 

事業の内容 

事業の概要・目的 
 
 
 
 
 
 

事業イメージ 

下請中小企業・ 
小規模事業者等 

国 
補助 

（定額、2/3 ） 

１．下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業 

○親事業者の生産拠点が閉鎖された、または閉鎖が予定されている地域の下

請小規模事業者等が行う、新分野への進出等による取引先の多様化のための

設備導入・展示会出展等の費用を補助します。 

（補助上限500万円、補助率2/3） 

 

２．下請中小企業自立化基盤構築事業 

①改正下請中小企業振興法の認定を受けた事業計画の下で、連携グループが

メンバー相互の経営資源を活用して行う自立化に向けた取組に対し、共同受

注用のシステム構築、設備導入、展示会出展等の費用を補助します。 

②事業計画の認定を目指す連携グループが行う、計画策定に係る事業化可能

性調査等に必要な費用を補助します。 

（①補助上限2,000万円、補助率2/3）（②補助上限300万円、定額補助） 
 

○新興国企業とのコスト競争などを背景として、親
事業者の生産拠点の海外移転等が進み、製造・
サービス業の下請事業者の受注が減少する等、下
請中小企業・小規模事業者は厳しい状況に直面し
ています。 

 
○こうした中、下請中小企業・小規模事業者が連携

グループを構築し、切磋琢磨しつつ能力を高めあ
い、互いの経営資源を有効活用することで、個社
の活動では持ち得なかった企画・提案力やマネジ
メント力等を獲得し、新たな成長分野に参入して
いる事例があります。 

 
○こうした取組を一層推進すべく、やる気と能力の

ある中小企業・小規模事業者間の有機的な連携促
進等、下請中小企業・小規模事業者の自立化に向
けた取組を支援します。 

補助 

補助 

発注企業 

○従来型の取引（のこぎり型受注） 

プレス 熱処理 めっき 組立 

○発注企業のニーズに対応した取引 

一貫生産受注 

プレス 

熱処理 めっき 

組立 

既存 
発注企業 

とりまとめ企業 

依存度の低い
親事業者等と
の取引の獲得・

拡大 

企
画
力
・営
業
力
・生
産
性
の
向
上 

新規 
発注企業 下請事業者が

自立するため
の基盤構築 

＜下請中小企業自立化基盤構築事業のイメージ＞ 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 
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○中小企業・小規模事業者の起業・成長・安定の各段階の

課題やニーズに応じたきめ細かな対応を行い、経営支援
体制の強化を図る必要があります。 

○地域プラットフォーム（認定支援機関等のネットワーク）を活用
して、中小企業・小規模事業者の相談にワンストップで対応す
る「よろず支援拠点」を全国に整備します。拠点では、産業の
垣根を越えて、創業から製品開発・販路開拓、経営戦略まで、
中小企業・小規模事業者の抱える現場の課題に対する総合
的なサポートを実施します。 

○また、支援ポータルサイト「ミラサポ」を運営し、専門家や先
輩経営者と時間や場所にとらわれずに経営相談を行い、国や
地方の課題やニーズに合わせた支援施策をわかりやすく提
供するとともに、専門家の派遣を受けられる体制を構築するこ
と等により、一貫した経営支援を行います。 

中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業 
 平成2６年度概算要求額 ７７．２億円（新規） 

【うち優先課題推進枠７７．２億円】 

中小企業庁 経営支援課 
03-3501-1763 

 

（１）地域の支援拠点整備（よろず支援拠点） 
   コーディネータを中心として、資金繰りやインキュベーション施設
の斡旋、メディア戦略、マッチング等、地域の支援機関と連携した
一貫支援を行う拠点４７ヶ所程度を設置 
（２）支援ポータルサイトの運用  
 ①中小企業・小規模事業者向けの支援情報の提供、政府・中小
機構等の支援施策の申請受付 
 ②企業、専門家、支援機関間のコミュニティ形成 
 ③中小会計要領に基づく財務データ管理、高度な経営分析等の
経営改革支援 
（３）専門家派遣 
 支援ポータルサイトを通じて、中小企業・小規模事業者の高
度な経営課題等の相談に対応するため、専門家派遣を実施 
 
 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 

委託 サイト運営者 
（民間団体等） 

中小企業・ 
小規模事業者 

事務処理機関 

（民間団体等） 専門家 
謝金 

派遣 

サービス提供 

中小企業・ 
小規模事業者 

支援拠点 
委託 

委託 

拠
点 

オンライン上で日々の気軽な相談等
を実施。全国の様々なコミュニティ
に参加可能。 

病院 大学 

大企業 

ハブ機能 

オンライン支援ポータル よろず支援拠点 

   地銀 

信用金庫 

商工会 等 

地域プラットフォーム（認定支援機関等のネッ
トワーク）を活用し、現場の課題に対する総合
的なサポートを実施。 

サイト内コミュニティ 

ものづくり
コミュニ

ティ 

税理士コ
ミュニティ 

大田区コ
ミュニティ 

知財コミュ
ニティ 

流通業コ
ミュニティ 中小企業 

診断士 
協会 

税理士法人 
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○地域の雇用創出や経済の新陳代謝を図っていくためには、

地域の起業・創業の促すことが重要です。 

○他方、我が国においては、米国や英国に比して、開廃業
率が低い状況が続いており、起業・創業に向けた動きを
全国的に展開していくことが必要となっています。 

○そのため、本事業では、  

 ①年間５千社以上の創業を目指し、全国３００箇所で女性や
若者等を対象とする創業希望者の基本的知識の習得から
ビジネスプランの策定まで支援を行います。   

 ②「産業競争力強化法（仮称）」に基づき創設する、市区町村
が関与する創業支援スキームに基づく創業を支援します。 

地域創業促進支援事業 
 平成2６年度概算要求額 ２０．０億円（新規） 

中小企業庁 小規模企業政策室 
03-3501-2036 

中小企業庁 新事業促進課 
03-3501-1767 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

創業予備軍（若者、女性、企業ＯＢ等） 

地域金融機関 

地域プラットフォーム 
（認定支援機関等の

ネットワーク） 公設試、大学 

県センター等 商工会・商工会議所 

国 
委託 

民間 
団体等 

起業家等 

支援 

国 
補助（2/3） 

創業者等 

① 

② 

再委託 
支援 
機関 

創業者 

 
民間のノウハウを活用し
て創業を支援する事業者
（ＮＰＯ含む） 

民間事業者等 

市区町村 連携 

支
援 

補助 

①地域創業促進支援委託事業 

②地域創業促進支援補助事業 

創 
業 
支 
援 

国 

補助 

地域プラットフォームに属する
認定支援機関等がネットワー
クを活用しつつ支援 
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ものづくり中小企業・小規模事業者等連携事業創造促進事業 

 平成2６年度概算要求額 １２６億円（新規） 

中小企業庁 創業・技術課 
03-3501-1816 

産業技術環境局 大学連携推進課 
03-3501-0075 

 
 
 
 
 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

○中小企業・小規模事業者、大学、公設試等の研究機関等が
連携して行う以下の取組を支援します。 

○その際、今後、特定ものづくり基盤技術の２２技術分野を
見直し、中小企業・小規模事業者による医療・環境分野等
の成長分野についての研究開発を支援します。 

 
①技術の市場価値を評価できる専門家と連携して行う、特定

ものづくり基盤技術の高度化に資する研究開発 
②数多くのグローバルニッチトップ企業の創出を図るため、

顧客ニーズに対応する販路を意識した設備投資や試作品開
発、及び技術流出防止策や模倣品対策を講じつつ行う試作
品開発から国外の販路開拓までの支援 

③技術の市場価値を評価できる専門家の目利きを踏まえて行
う、大企業や大学等の知を活用したシーズ発掘・橋渡し研
究 

国 

中小企業・小規模事業者 
大学、公設試等 補助（2/3） 

委託 

民間団体等 
補助（10/10） 

○研究開発（委託） 
・「中小ものづくり高度化法」の計画認定を受けた共同体 
・委託上限額：初年度４，５００万円（一般型） 
       初年度２，３００万円（小規模事業者型） 
例）高温での加工や複数のプレス工程が必要な電気自動車用電池

ケースの製造を従来工法から改良し、製造工程やコストの大幅な
削減を目指す研究開発 

 
○設備投資・試作品開発・販路開拓（補助率２／３） 
・中小企業・小規模事業者または中小企業・小規模事業者等を
含む共同体 
・補助上限額：単年度２，０００万円等 
例）医療、バイオ、製薬等の最先端の製品開発に不可欠な、模倣不

可能な極微弱発光検出装置の試作品開発や国外の販路開拓 
 
○シーズ発掘（補助率１０／１０） 
・民間団体等 
 中小企業・小規模事業者と大学、公設試等とのライセンス等を促進
するマッチングの場を設定し事業シーズの発掘を支援。 
 
○橋渡し研究（補助率２／３） 
・中小企業・小規模事業者、大学、公設試等を含む共同体 
・補助上限額：単年度２，０００万円（補助率２／３） 
例）大企業の特許を活用した「非接触３Ｄスキャナー」の開発 
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中小企業庁 新事業促進課 
03-3501-1767 

事業の内容 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

中小・小規模事業者等 国 
補助（2/3） 

（１）中小企業・小規模事業者連携促進支援事業 
・農商工等連携促進法、中小企業新事業活動促進法の認定を受けた

事業計画により中小企業・小規模事業者が行う市場調査、試作品
開発などの費用を補助します（補助上限3,000万円、補助率2/3）。 

・農商工等連携促進法に基づく連携体構築支援活動を支援します
（補助上限2,000万円、補助率2/3）。 

・中小企業・小規模事業者の技術力を活かし、農林漁業の生産・流
通を効率化する取組を支援します（補助上限2,000万円、補助率
2/3）。 

・農林漁村活性化や農林漁業の課題解決等を図るため、中小企業・
小規模事業者による先進的な観光・サービスの取組を支援します
（補助上限500万円、補助率2/3）。 

(１) 中小企業・小規模事業者連携促進支援事業 
○中小企業・小規模事業者が連携して行う新事業活動の取

組を通じた、新商品・新サービスの開発、販路開拓等を
支援します（特に成長が見込まれるサービス分野の事業
については重点的に支援します）。 

１．新連携 
 異分野の中小企業・小規模事業者が連携してそれぞれの
経営資源を持ち寄り行う新事業活動を支援します。 

２．農商工等連携 
 中小企業・小規模事業者と農林漁業者が連携して、両者
が有するノウハウ等を有効に組み合わせて行う新事業活動
を支援します。 
 また、中小企業・小規模事業者による農林漁業の生産・
流通の効率化に資する取組や、農林漁村活性化等のための
新たな観光・サービスの取組を支援します。 

(２) 新分野進出認証等取得支援事業 
○特に医療などの成長性の高い分野への進出に際して、参

入障壁となっている許認可等取得を支援します。 

   

新連携 農商工等連携 

中小企業・小規模事業者連携促進支援事業による支援 

市場調査 試作品の開発 展示会出展など 
地域における新たな事業の創出・経営の向上 

地域経済を支える中小企業・小規模事業者 

を活用した 
新事業の取組 

事業イメージ 

（２）新分野進出認証等取得支援事業 
・医療機器開発等の成長が見込まれる分野の許認可等の取得を支援し

ます（補助上限1,000万円、補助率2/3）。 

中小企業・小規模事業者連携促進支援事業 
 平成2６年度概算要求額 ２３．０億円（新規） 

【うち優先課題推進枠２３．０億円】 

18 



 
 
○認定支援機関による事業計画の策定支援や期中におけるフォ

ローアップ等の経営支援を前提として、日本政策金融公庫によ
る低利融資や信用保証を整備することにより、中小企業・小規
模事業者の経営力強化等を図ります。 

 
①創業、事業転換等により新たな事業活動への挑戦を行う者

に対し、日本政策金融公庫から低利融資（基準利率－０．
４％）を受けられるようにします。国民生活事業において
は、貸付金額のうち、無担保・無保証人であっても、金利
上乗せの事業者負担を求めずに貸し付けが受けられる金額
の上限を引上げます（これまでの１，５００万円から２，
０００万円に拡大）。 

②創業（７年未満）を行う女性や若者、シニアに対しては、
日本政策金融公庫の貸付金利を政策的に引き下げます（基
準利率－０．６５％） 。 

③経営改善に取り組む者に対して、信用保証協会の保証料を
減免（概ね－０．２％）します。 

中小企業・小規模事業者経営力強化融資・保証事業 
 平成26年度概算要求額 １４．９億円（新規） 

中小企業庁経営支援課    03-3501-1763 
    創業・技術課 03-3501-1816 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

日本政策 
金融公庫 国 

中小企業・ 
小規模事業者 

補給金 融資 

（１）中小企業経営力強化融資制度のスキーム 

認定支援機関 中小企業・小規模事業者 

日本政策金融公庫 

経営の分析、事業計画の策定及び実
施に係る指導・助言等 

進捗報告 

融資実行 進捗報告 

出資 

信用保
証協会 保険料引下げ 

保証料引下げ 

（２）経営力強化保証制度のスキーム 

金融機関 
中小企業・小規模事業者 

 
経営力の強化 

認定支援機関 

連携 

融資実行 

実施状況の報告 

信用保証協会 

日本政策金融公庫 

実施状況の報告 
信用保証（保証料引下げ） 

信用保険（保険料引下げ） 

国 

国 

※認定支援機関中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づき認
定される「認定経営革新等支援機関」 19 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小規模事業者経営改善資金融資事業 
 平成2６年度概算要求額 ４０．０億円（３６．０億円） 

中小企業庁 小規模企業政策室 
03-3501-２０３６ 

 
 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

○中小企業のうち特に小規模事業者は、経営内容が不安定
であること、担保・信用力が乏しいこと等の理由から事
業の生命線ともいうべき金融確保の面で極めて困難な立
場に置かれています。 

 
○小規模事業者経営改善資金融資制度（通称：マル経）は、

こうした状況にかんがみ、商工会・商工会議所・都道府
県商工会連合会の経営指導員が経営指導を行うことに
よって日本政策金融公庫（国民生活事業）が無担保・無
保証人・低利で融資を行うものです。 

   
○本補給金は当該制度の円滑な運営を図るため、本来必要

な利ざやから政策的に金利を引き下げている部分につい
て、国として日本政策金融公庫に対し交付するものです。 

 
 

（株）日本政策
金融公庫 

国 小規模 
事業者 利差補給 融資 

貸付対象者 
１．小規模事業者（常時使用する従業員が、商業・サービ

ス業にあっては５人以下、製造業その他にあっては２０
人以下）。※サービス業の一部について、人数要件の緩
和（５人→２０人）を検討。 

２．最近1年以上、原則同一商工会等の地区内で事業を営ん
でいること、など。 

商工会等 
（審査会の審査） 

商工会等の経営指導員   

小規模事業者 

①経営指導 ②推薦依頼 

④推薦 

③報告 
日本政策金融公庫 
（国民生活事業） 

⑥融資 

⑤審査 

融資制度のスキーム 

 貸付条件   
１貸付限度額：平成２６年度より、１，５００万円を 
       ２,０００万円に拡充※ 
２貸付金利 ：平成２５年８月９日現在 １．７５％ 
      （日本政策金融公庫基準金利－０．３％※） 
３貸付期間 ：設備資金１０年以内、運転資金７年以内 
４据置期間 ：設備資金２年以内、運転資金１年以内 
５担保等  ：無担保・無保証人 
６経営指導 ：原則６か月以上の商工会等の経営指導を受 
       けること。 
※東日本大震災の被災者に対し、別枠１,０００万円(当初３年間更

に０．９％の金利引き下げ）の措置あり。 
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【省エネ設備導入支援】 
○高効率設備への入替や既存設備の省エネ改修を支

援します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○また、電力のピーク対策を実施する事業者や、

「エネルギー利用情報管理運営事業者」（アグリ
ゲータ）を経由することで効率的・効果的な省エ
ネを実施する事業者を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

資源エネルギー庁  
省エネルギー対策課 
03-3501-9726 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

 ○補助対象者 
   全業種、事業活動を営んでいる法人及び個人事業主 
 

 ○補助率 
 【省エネ設備導入支援】  
  ① 単独事業 1/3以内 ② 連携事業 1/2以内  
  ③ ＥＭＳによる管理事業 1/2以内 
     

 【ピーク対策支援】 
  ① 単独事業 1/3以内 ②ＥＭＳによる管理事業 1/2以内 
 

エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 
 平成2６年度概算要求額 ７００．０億円（３１０．０億円） 

【うち優先課題推進枠３９０．０億円】 

最新型ターボ冷凍機 高効率コンプレッサー 

国 事業者 

補助 

民間団体等 
補助（1/3、1/2） 

省エネ設備導入 

エネルギー利用情報
管理運営事業者 
（アグリゲータ） 

ＥＭＳによる管理 

エネルギー 
利用情報 

需要家 

○ 事業者が計画した省エネルギーに係る取組のうち、「技術の先端
性」、「省エネ効果」及び「費用対効果」を踏まえて政策的意義
の高いものと認められる設備更新を支援します。 

○ 具体的には、工場・事業場における高効率設備への入替や製造プロ
セスの改善等の既存設備の省エネ改修により省エネ化を行う際に必要
となる費用を補助します。 

○ また、エネルギーマネジメントシステム（ＥＭＳ）を用いた省エ
ネの取組や電力のピーク対策についても支援対象に追加します。 
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エネルギー使用合理化事業者支援補助金 
（小規模事業者実証分） 

５．０億円 （５．０億円） 

国 事業者 

補助 

民間団体等 

○ 小規模事業者は、我が国における企業の約９割を占めております
が、省エネルギー設備の導入は、小規模となるほど進んでおりませ
ん。 

○ 本事業では、小規模事業者が設備を置き換える際の購入及び設置
費用の一部を補助することによって、小規模事業者の省エネルギー
を促進するとともに、省エネルギー効果を実証します。 

○ 本事業によって得られたデータを活用し、小規模事業者へ省エネ
ルギー設備が自律的に普及するためのファイナンススキームを平成
２６年度までに構築することにより、小規模事業者への省エネル
ギー設備の普及拡大を図ります。 

 

【対象者】対象設備を設置・所有する小規模事業者 
 ※小規模事業者の定義：商業・サービス業     従業員 5人以下      
            製造業等その他の業種 従業員20人以下 

【補助上限額】５０万円（補助率１／３） 

中小企業庁 創業・技術課 
０３－３５０１－１８１６ 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

公募／補助 

申請 

設置証明書等 
設備設置事業者 

【対象設備】 
小規模事業者が導入する省エネルギー設備の 
うち、技術の先端性、省エネ効果、費用対効 
果を踏まえて、政策的意義が高いと認められ 
た設備 
 
(例) 
 ・業務用エアコン 
 ・業務用冷凍庫 
 ・業務用冷蔵庫  等 

業務用エアコン 

※設備導入によるＣＯ２削減量をクレジットとして活用することが条件 
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